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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,658万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。  
  また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。  

2012年８月 2015年 2025年 2055年 

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,658万人（30.3%） 3,626万人（39.4%） 

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%） 

② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活
自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく。 

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢 
  化の状況は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 

（万人） 

（1,000世帯） 

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者
数の推計（括弧内は65歳以上人口対比） 

世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計 

今後の介護保険をとりまく状況について 
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埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 鹿児島県 島根県 山形県 全国 

2010年 
＜＞は割合 

58.9万人 
＜8.2%＞ 

56.3万人 
＜9.1%＞ 

79.4万人 
＜8.8%＞ 

84.3万人 
＜9.5%＞ 

66.0万人 
＜8.9%＞ 

123.4万人 
＜9.4%＞ 

25.4万人 
＜14.9%＞ 

11.9万人 
＜16.6%＞ 

18.1万人 
＜15.5％＞ 

1419.4万人 
＜11.1%＞ 

2025年 
＜＞は割合 
（ ）は倍率 

117.7万人 
＜16.8％＞ 
（2.00倍） 

108.2万人 
＜18.1%＞
（1.92倍） 

148.5万人 
＜16.5%＞ 
（1.87倍） 

152.8万人 
＜18.2%＞ 
（1.81倍） 

116.6万人 
＜15.9%＞ 
（1.77倍） 

197.7万人 
＜15.0%＞ 
（1.60倍） 

29.5万人 
＜19.4%＞ 
（1.16倍） 

13.7万人 
＜22.1%＞ 
（1.15倍） 

20.7万人 
＜20.6%＞ 
（1.15倍） 

2178.6万人 
＜18.1%＞ 
（1.54倍） 

（％） 
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世帯主が65歳以上の単独世帯数 

世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合 

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみ世帯が増加していく。  
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２０００年度 

２００１年度 

２００２年度 

２００３年度 

２００４年度 

２００５年度 

２００６年度 

２００７年度 

２００８年度 

２００９年度 

２０１０年度 

２０１１年度 

２０１２年度 

２０１３年度 

２０１４年度 

2,911円 

（全国平均） 

3,293円 

（全国平均） 

4,090円 

（全国平均） 

事業運営期間 給付（総費用額） 事業計画 保険料 

3.6兆円 

4.6兆円 

5.2兆円 

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行う。 
  保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。 

○ 高齢化の進展により、2025年には保険料が現在の5000円程度から8200円程度に上昇することが見込まれており、地域包括ケア
システムの構築を図る一方、介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。 

4,160円 

（全国平均） 

第
三
期 

第
三
期 

第
二
期 

第
一
期 

第
四
期 

第
四
期 

第
五
期 

第
五
期 

5.7兆円 

6.2兆円 

6.4兆円 

6.4兆円 

6.7兆円 

6.9兆円 

7.4兆円 

7.8兆円 

8.2兆円 

8.9兆円 

9.4兆円 

10.0兆円 

4,972円 

（全国平均） 

第 

一 

期 

第 

二 

期 

※2011年度までは実績であり、2012～2013年は当初予算、2014年度は当初予算（案）である。 
※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について（平成24年３月）  

・・・ 

２０２５年度 21兆円程度（改革シナリオ） 
8,200円 

    程度 

介護報酬
の改定率 

H15年度改定 

▲2.3％ 

H17年度改定 

▲1.9％ 

H18年度改定 

▲0.5％ 

H21年度改定 

＋3.0％ 

H24年度改定 

＋1.2％ 

※2012年度の賃金水準に換算した値 

介護給付と保険料の推移 
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消費税率引上げに伴う 

H26年度改定 ＋0.63％ 
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【出典】介護保険事業状況報告 

年齢階層別に認定率をみると、８０歳以上から認定率約３割と急上昇する 
一方、団塊の世代が75歳を迎える2025年には、元気なシニア層も増加 

団
塊
の
世
代
層 
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介護の希望（本人の希望） 
【自分が介護が必要になった場合】 

 最も多かったのは「家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受
けたい」で46％、2位は「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けた
い」で24％、3位は「有料老人ホームやケア付き高齢者住宅に住み替えて介護を受けたい」で
12％。 

１．自宅で家族中心に介護

を受けたい 

4% 

２．自宅で家族の介護と外

部の介護サービスを組み合

わせて介護を受けたい 

24% 

３．家族に依存せずに生活

できるような介護サービス

があれば自宅で介護を受け

たい 

46% 

４．有料老人ホームやケア

付き高齢者住宅に住み替え

て介護を受けたい。 

12% 

５．特別養護老人ホームな

どの施設で介護を受けた

い。 

7% 

６．医療機関に入院して介

護を受けたい。 

2% 

７．その他 

3% ８．無回答 

2% 

介護が必要になった場合 

の介護の希望 

資料出所：「介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集（結果概要について）」厚生労働省老健局 5 



社会保障給付費の推移 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成22年度社会保障費用統計」、2011年度,2012年度,2013年度（予算ベース）は厚生労働省推計、 

    2013年度の国民所得額は「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成25年2月28日閣議決定）」 

（注）図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2010並びに2013年度（予算ベース）の社会保障給付費（兆円）である。 

110.6 

  1970 1980 1990 2000 2013(予算ﾍﾞｰｽ) 

 国民所得額（兆円）Ａ 61.0  203.9  346.9  371.8  358.9 

 給付費総額（兆円）Ｂ 3.5(100.0%) 24.8(100.0%) 47.2(100.0%) 78.1(100.0%) 110.6(100.0%) 

（内訳） 年金 0.9( 24.3%) 10.5( 42.2%) 24.0( 50.9%) 41.2( 52.7%) 53.5( 48.4%) 

          医療 2.1( 58.9%) 10.7( 43.3%) 18.4( 38.9%) 26.0( 33.3%) 36.0( 32.6%) 

          福祉その他 0.6( 16.8%) 3.6( 14.5%) 4.8( 10.2%) 10.9( 14.0%) 21.1( 19.1%) 

Ｂ／Ａ 5.77% 12.15% 13.61% 21.01% 30.82% 

78.1 
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日本の年金・医療・介護は、これまでの急速な高齢化に対して、制度改正を行いながら、必要な給付の 
確保を図ってきました。この結果、社会保障給付費は増加を続け、現在では１００兆円を超えています。 
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日本の国家予算の現状 

※財務省ＨＰより 



消費税５％引上げによる社会保障制度の安定財源確保 
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＋２．７兆円程度 

＋１０．８兆円程度 
 

○年金国庫負担２分の１ 
（平成24年度・25年度の基礎年金 

 国庫負担割合２分の１の差額に係わる費用を含む） 

 
○後代への負担のつけ回しの軽減 
‐ 高齢化等に伴う増（自然増）や安定財源が確保できて 

 いない既存の社会保障費 

 
○消費税引上げに伴う社会保障支出の増 

‐ 年金、診療報酬などの物価上昇に伴う増 

 

○子ども・子育て支援 
 

 ‐ 待機児童の解消（保育、放課後児童クラブの 

  量的拡充）など 

 

○医療・介護の充実 
 

 ‐ 高度急性期への医療資源の集中投入（入院医療 
  の強化）、在宅医療・介護の充実（病院・施設から 
  地域、在宅へ）など 

 
○年金制度の改善 
 

 ‐ 低所得高齢者・障害者等への福祉的給付、 
  受給資格期間の短縮など 

 
 ・貧困・格差対策の強化 
  （低所得者対策等） 
 

  ‐ 低所得者の保険料の軽減、総合合算制度など 

 

１％
程度 

４％
程度 

2.9兆円程度 

7.0兆円程度 

0.8兆円程度 

0.7兆円程度 

～1.6兆円弱程度 

～0.6兆円程度 

上記のうち 
～1.4兆円程度（再掲） 

社会保障の充実 

社会保障の安定化 
：今の社会保障制度を守る 

■ 消費税率（国・地方）を、2014年４月より８％へ、2015年10月より10％へ段階的に引上げ 
■ 消費税収の使い途は、国分については現在高齢者３経費（基礎年金、老人医療、介護）となっているが、 
   今後は、社会保障４経費（年金、医療、介護、子育て）に拡大 
■ 消費税の使途の明確化（消費税収の社会保障財源化） 
■ 消費税収は、全て国民に還元し、官の肥大化には使わない (注) 現行分の地方消費税を除く。また、現行の基本的枠組みを変更しないことを前提とする。 



     社会保障制度改革国民会議 報告書（概要） 

   ～確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋～  
  

 自助・共助・公助の最適な組み合わせ 
○ 日本の社会保障は、「自助を基本としつつ、自助の共同化としての共助（＝社会保険制度）が自助 
   を支え、自助・共助で対応できない場合に公的扶助等の公助が補完する仕組み」が基本。 

 医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの構築 
○ 「医療から介護へ」、「病院・施設から地域・在宅へ」の観点から、医療の見直しと介護の見直しは 
  一体となって行う必要。 
○ 地域包括ケアシステムづくりを推進していく必要があり、平成27年度からの介護保険事業計画を 
  「地域包括ケア計画」と位置づけ。 
○ 地域支援事業について、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実等を行いつつ、 
  新たな効率的な事業として再構築。要支援者に対する介護予防給付について、市町村が地域の実 
  情に応じ、住民主体の取組等を積極的に活用し、柔軟かつ効率的にサービスを提供できるよう、受 
  け皿を確保しながら、段階的に新たな事業に移行。 

平成２５年８月６日  

社会保障制度改革国民会議 

 改革が求められる背景 
○ 高齢化の進展により、疾病構造の変化を通じ、必要とされる医療の内容は、「病院完結型」から、  

  地域全体で治し、支える「地域完結型」に変わらざるを得ない。 

○ 現在の世代に必要な給付は、現在の世代で賄うことが必要であり、「自助努力を支えることによ 
  り、公的制度への依存を減らす」、「負担可能な者は応分の負担を行う」ことにより、将来の社会 
  を支える世代の負担が過大にならないようにすることが必要。 
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サービス提供体制 費用負担 

充
実 

■地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支
援事業の見直し 

 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

○ 認知症施策の推進 

○ 地域ケア会議の推進 

○ 生活支援サービスの充実・強化 
 

  ※ 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対
応の定期巡回サービスを含めた介護サービスの普
及を推進 

  ※ 介護職員の処遇改善は、介護報酬改定で検討 

■保険料の負担の増大の抑制 
 
 ○ 低所得者の1号保険料の軽減強化 
 

重
点
化
・
効
率
化 

■介護サービスの効率化・重点化 
 

 ○ 地域支援事業の見直しに併せた予防給付の
見直し 

 ○ 特別養護老人ホームの中重度者への重点化 

■所得や資産のある人の利用者負担の見直し 
 

 ○ 一定以上所得者の利用者負担の見直し 

 ○ 補足給付の見直し（資産等の勘案）  

10 

介護保険制度改正の検討事項 
○ 地域包括ケアシステムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保のため、充実と重点化・効率化を 
一体的に行う。 

※このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、 「居宅介
護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等 
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「地域包括ケア」に係る理念規定の創設 

 
介護保険法 第5条第3項 （平成23年6月改正、24年4月施行） 

 

 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健

医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又

は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自

立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的

な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。 



いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分
以内に必要なサービスが提供される日常
生活圏域（具体的には中学校区）を単位と
して想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 
                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地
域包括ケアシステムの構築を実現。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町
村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。 
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○地域資源の発掘 
 
○地域リーダー発掘 
 
○住民互助の発掘 
 

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス（概念図） 

 地域の課題の把握と 

社会資源の発掘 

地域の関係者による 

対応策の検討 

対応策の 

決定・実行 

地域ケア会議の実施 
 

地域包括支援センター等で個
別事例の検討を通じ地域の
ニーズや社会資源を把握 

  
※ 地域包括支援センター 
  では総合相談も実施。 
    

日常生活圏域ニーズ調査等 
 

介護保険事業計画の策定のため
日常生活圏域ニーズ調査を実施
し、地域の実態を把握 

医療・介護情報の 
「見える化」 

（随時） 
 

他市町村との比較検討 

ＰＤＣＡサイクル 

量
的
・質
的
分
析 

■都道府県との連携   
 （医療・居住等） 

■関連計画との調整 
 ・医療計画 
 ・居住安定確保計画 
 ・市町村の関連計画  
         等 

■住民参画 
 ・住民会議 
 ・セミナー 
 ・パブリックコメント 
          等 

■関連施策との調整 
 ・障害、児童、難病施策等 
  の調整 

事
業
化
・施
策
化
協
議 

  

■介護サービス 
 ・地域ニーズに応じた在宅 
  サービスや施設のバラン 
  スのとれた基盤整備 
 ・将来の高齢化や利用者数 
  見通しに基づく必要量 
 

■医療・介護連携 
 ・地域包括支援センターの 
  体制整備（在宅医療・介 
  護の連携） 
 ・医療関係団体等との連携 
 

■住まい 
 ・サービス付き高齢者向け 
  住宅等の整備 
 ・住宅施策と連携した居住 
  確保 
 

■生活支援／介護予防 
 ・自助（民間活力）、互助 
  （ボランティア）等によ 
  る実施 
 ・社会参加の促進による介 
  護予防 
 ・地域の実情に応じた事業 
  実施 
 

■人材育成 
  ［都道府県が主体］ 
 ・専門職の資質向上 
 ・介護職の処遇改善  
 

■地域課題の共有 
 ・保健、医療、福祉、 
  地域の関係者等の協 
  働による個別支援の充実 
 ・地域の共通課題や好 
  取組の共有 
 
■年間事業計画への反映 

具
体
策
の
検
討 

社会資源 

介護保険事業計画の策定等 

地域ケア会議 等 

 
□高齢者のニーズ 
 
□住民・地域の課題 
 
□社会資源の課題 
 ・介護 
 ・医療 
 ・住まい 
 ・予防 
 ・生活支援 

 
□支援者の課題 
 ・専門職の数、資質 
 ・連携、ﾈｯﾄﾜｰｸ 

課 題 

○ 市町村では、 ２０２５年に向けて、３年ごとの介護保険事業計画の策定・実施を通じて、地域の自主性や 
 主体性に基づき、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築していきます。 
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第5期計画 
  2012  

～2014 

2025 

第９期計画 

 2024 
 ～2026 

第８期計画 

 2021 
 ～2023 

2015 

第７期計画 

 2018 
 ～2020 

第６期計画 

 2015 
 ～2017 

＜2025年までの見通し＞ 

団塊世代が65歳に 団塊世代が75歳に 

○ 第６期計画以後の計画は、2025年に向け、第５期で開始した地域包括ケア実現のための方向性を承継しつ
つ、在宅医療介護連携等の取組を本格化していくもの。 

○ ２０２５年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して記載することとし、中長期的な視
野に立った施策の展開を図る。 

第５期計画では、高齢者が地域で安心して暮らせる 地域包括ケアシステムを構築するために必要
となる、①認知症支援策の充実 、②医療との連携、③高齢者の居住に係る施策との連携、④生活支援
サービスの充実といった重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて選択して位置づけるなど、段階的
に計画の記載内容を充実強化させていく取組をスタート 

２０２５年を見据えた介護保険事業計画の策定 

（参考） 


